
新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について 

 

令和５年３月 10 日 

新型コロナウイルス感染症三次市対策本部 

 

令和５年２月 21日に開催された新型コロナウイルス感染症広島県対策本部員会議に

おいて，「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」が変更された

ことを踏まえ，３月 13 日から次のとおり取り組むものとする。 

なお，感染の状況や国・県の対応等を踏まえ，適宜見直すものとする。 

 

１ 市民及び事業者への呼びかけ 

  国及び県が，新たな行動制限は行わず，感染の拡大をできるだけ抑え，医療で受け

止めながら，社会経済活動を維持することを基本方針としていることを踏まえ，市

民及び事業者に対し，特に次の事項を呼びかける。 

 ⑴ 普段の生活や事業所における基本的な感染防止対策について引き続き徹底する

とともに，高齢者や基礎疾患のある方等の重症化リスクの高い方を守る行動をと

ること。 

 ⑵ 症状がなくても感染の不安があれば，速やかに検査を受けることとするが，高

齢者や基礎疾患のある方等を除いては，医療機関に検査を求めることを控え，県

の PCR センターや市販の抗原定性検査キットにより医療機関以外で検査を行い，

陽性であれば自宅等で療養するとともに療養期間を守り，外出を自粛すること。 

⑶ 飲食については，県が認証する「広島積極ガード店ゴールド」店の利用を推奨す

ること。 

⑷ エアロゾル感染に対応した適切，定期的な屋内の換気を行うとともに，こまめに

手洗いを行うこと。 

⑸ 帰省等で高齢者や基礎疾患のある者と会う際は，県のＰＣＲセンターや市販の

抗原定性検査キットにより医療機関以外で事前の検査を行うこと。 

⑹ 日頃から健康の保持，増進に気を付け，発熱等の症状がある場合は，軽症であっ

ても出勤や登校，登園を含め，外出，移動を控え，状況に応じてかかりつけ医で対

応すること。 

⑺ 事業者は，職場，店舗等における業種別ガイドラインを実践し，感染対策に取り

組むとともに，発熱等の症状のある従業員の出勤を控えることを徹底すること。ま

た，医療機関のひっ迫を防ぐため，検査の実施はあくまでも医師の判断となること

を理解し，医療機関に陰性証明を求めないこと。 

⑻ 高齢者施設等では，市販の抗原定性検査キット等による従業員の頻回検査など

により，感染を持ち込まない取組を行うとともに，クラスター発生に備え，平時か

ら準備（医療支援の体制確保，業務継続体制の確保，感染者の周囲への一斉検査の



実施等）を行うこと。 

⑼ 季節性インフルエンザとの同時流行等に備え，抗原定性検査キットや解熱鎮痛

薬等の備蓄を行うこと。 

⑽ 感染対策におけるマスクについては，市が一律にルールとして求めるのではな

く，個人の主体的な選択を尊重し，着用は市民の判断に委ねることを基本とする

が，引き続き，高齢者等重症化リスクの高い方などの感染を防ぐ必要があるため，

マスクの着用が効果的な場面等では，マスク（不織布マスクを推奨）の着用を推奨

する。 

※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが，事業者が感染対策上又

は事業上の理由等により，利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容

される。 

２ 市の施設における感染防止対策と市主催イベントの取扱い 

「広島県におけるイベントの開催条件について」や県対処方針を遵守し，感染防

止対策を徹底する。（市が管理する施設については，屋外・屋内を問わず，業種別

のガイドラインを遵守し，施設毎に感染防止対策を徹底した上で運営する。） 

 

３ ワクチン接種の推進 

  重症化を予防し，医療のひっ迫を防ぐ有効な手段であるワクチン接種について，

若年層を含めた更なる接種率の向上に向けて，引き続き，ワクチン接種の効果等に

ついてわかりやすい周知を図り，ワクチン接種を迅速かつ着実に進める。 

 

 

 

【改正の趣旨】 

  次の国及び県の方針を踏まえ，令和４年１２月６日市発出の市の「新型コロナウ

イルス感染症に係る市の対応について」１の⑽を追記することとした。 

（1）国の方針 

・ オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事

情が生じない限り，５月８日から新型コロナについて，５類感染症に位置付

ける対応方針を示している。 

・ 感染対策におけるマスクについて，行政が一律にルールとして求めるので

はなく，個人の主体的な選択を尊重し，着用は個人の判断に委ねることを基

本とするよう「マスクの着用」の考え方を見直し，３月 13 日から適用する

こととした。 

（２）県の方針 

・ 県内の新規感染者数が１月中旬から減少を続け，病床使用率，救急搬送困

難事案も減少傾向を示していること等を踏まえ，感染レベルを「レベル１」



（感染小康期）に引き下げた。 

・ 国の方針を踏まえ，新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対

処方針を修正し，「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要

請」において，「マスクの着用」の考え方を追記した。 

・ イベント開催等における必要な感染防止策からマスクの着用を削除 

 


